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医療計画とは、都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都

道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するものとされています。 

内容としては、医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、当初は

都道府県の二次医療圏ごとの病床数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等にとど

まっていましたが、医療法改正の都度、記載すべき事項が追加され、疾病・事業ごとの医

療連携体制について、「地域医療構想」、さらには「医師確保計画」及び「外来医療計画」

についても計画に盛り込まれることになりました。 

計画期間は６年間とされ、現在は第８次医療計画（2024年～2029年度）に入っています。 

 

 

上述したように、医療計画の記載事項としては、医療圏の設定や基準病床の算定、地域

医療構想、５疾病・６事業及び在宅医療に関する事項、医師の確保に関する事項、外来医

療に係る医療提供体制の確保に関する事項が主な項目となっています。 

 

■医療計画の記載事項（主なもの） 

 
厚生労働省：第８回歯科医療提供体制等に関する検討会より 

１｜医療計画の主な記載事項     

医療計画の概要と第８次医療計画の見直しのポイント 
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第８次医療計画のポイントとしては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により浮き

彫りになった地域医療における様々な課題に対応できるようにするとともに、人口構造の

変化への対応を図るとされ、併せて新興感染症への対応に関する事項についても追加して

います。 

また、第７次計画期間中に追加した「医師確保計画」「外来医療計画」（計画期間は３年

間）についてもそれぞれのガイドラインに基づき、第８次医療計画の策定と併せて見直す

とし、その際、二次医療圏の設定について先行して議論を行うこととしています。 

 

■各計画事項のポイント 

●５疾病・６事業及び在宅医療について 

・地域の現状や課題に即した施策の検討においてロジックモデル等のツールを活用する。 

・新興感染症の発生・まん延時や災害時等においても必要な医療が提供できる体制の整備を進める。 

●地域医療構想について 

・これまでの基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、毎年度、対応方針

の策定率を目標としたPDCAサイクル通じて地域医療構想を推進することとし、策定率と地域医療構

想調整会議における資料や議事録など協議の実施状況について公表を行う等、着実に取組を推進。 

※2025年以降の地域医療構想の取組のあり方については、2023～2024年度にかけて、中長期的課題に

ついて整理し、検討予定。 

●外来医療について 

・外来機能報告により得られたデータを活用し、紹介受診重点医療機関となる医療機関を明確化する

とともに、地域の外来医療の提供状況について把握し、今後の地域の人口動態・外来患者推計等も

踏まえ外来医療提供体制のあり方について検討を行う。 

●医療従事者の確保について 

・2024年４月に医師の時間外・休日労働の上限規制が施行されることを踏まえ、医療機関における医

師の働き方改革に関する取組の推進、地域医療構想に関する取組と連動させ、医師確保の取組を推

進。 

・医師確保計画の策定において基礎となる、医師偏在指標について精緻化等を実施。 

・地域医療介護総合確保基金を積極的に活用し、病院と歯科診療所の連携、歯科専門職の確保、薬剤

師（特に病院）の確保を進める。 

・特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成と確保を推進する。 

●医療安全の確保等について 

・医療事故調査制度運用の要である病院等の管理者の理解をより深めるため、研修の受講を推進する。 

・相談対応の質の向上を図る観点から、医療安全支援センターの相談職員の研修の受講を推進する。 

 厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

２｜第８次医療計画のポイント     
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第８次医療計画においては、在宅医療の需要の増加に向け、地域の実情に応じた体制整

備を進めるとともに、在宅療養患者の急変時に適切に対応するための情報共有と連携を進

めるとしています。また、平時から在宅医療に係る関係機関の連携体制の構築を進め、災

害時における業務継続計画(BCP)の策定を推進していくことになっています。 

そのほか、医師・歯科医師の定期的な診察と適切な評価に基づく指示による、在宅療養

患者への医療・ケアの提供を進め、地域の歯科医療提供体制の状況や、歯科専門職の配置

状況の把握を行った上で、医科歯科連携における歯科の果たす役割を認識し、病院の規模

や機能に応じて、地域の歯科医療従事者を病院において活用することや、病院と歯科診療

所の連携を推進していくこととしています。 

 

■第８次医療計画の見直しのポイント 

 

厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

３｜在宅医療の体制や医科歯科連携の見直しのポイント     
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平成23年に施行された「歯科口腔保健の推進に関する法律」の第12条第１項において、

厚生労働大臣は歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を定めることとなっています。 

次に平成24年７月に、歯科口腔保健に関する国及び地方公共団体の施策等を総合的に推

進するための基本事項として、平成24年から令和４年までの10年間の「歯科口腔保健の推

進に関する基本的事項（第１次）が定められ、令和３年には、都道府県等の策定する医療

計画等の期間と調和を図る観点から、基本的事項の期間を１年延長し、令和５年度までと

なりました。 

令和６年度から令和17年度までに12年間の「歯科口腔保健施策の推進に関する基本的事

項」(第２次)では、「歯・口腔の健康づくりプラン」として、歯科口腔保健に関する国及び

地方公共団体の施策等を総合的に推進するための基本事項を定めることとしています。 

 

 

歯科口腔保健の推進に関する法律の第７条から第11条に、５項目の基本的事項が定めら

れています。 

 

■国及び地方公共団体が講ずる施策（第７～11条） 

①歯科口腔保健に関する知識等の普及及び啓発等 

②地定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等 

③障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等 

④歯科疾患の予防のための措置 

⑤口腔の健康に関する調査及び研究の推進等 

厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

 

 

国では、全ての国民にとって健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯を通じた歯科口

腔保健を実現することを目的に、歯科口腔保健に関する施策等を総合的に推進するための

基本的な事項を示し、令和６年度から令和17年度までの「歯科口腔保健の推進に関する基

本的事項（第二次）」（歯・口腔の健康づくりプラン）の骨子を以下のようにまとめました。 

２｜歯・口腔の健康づくりプランの概要（案）     

１｜国及び地方公共団体が講ずる施策     

歯科口腔保健の推進に関する事項 
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■歯・口腔健康づくりプランの骨子 

 

厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

 

 

歯・口腔の健康づくりのプランの計画期間については、健康日本21（第３次）をはじめ

とした他の計画（医療計画、医療費適正化計画等）との計画期間を一致するようにして、

整合性を図るために、令和６年度から令和17年度までの12年間と定めています。 

この中間評価は、プラン開始後６年、最終評価は同10年を目処に行い、計画期間中に次

期（令和18年度開始）の基本的事項の策定のための期間を設けることとしています。 

また、この評価のためのベースラインは初年度の令和６年度の値として、目標値は令和

14年度として設定されています。 

ベースラインや中間評価及び最終評価に必要なデータソースとなる歯科疾患実態調査は、

次期基本的事項の評価実施時期を踏まえ、令和６年度から４年ごとに実施することになり

ました。 

 

■歯・口腔の健康づくりプランのスケジュール 

 

厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

３｜歯・口腔の健康づくりのプランのスケジュール（案）     
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以下、第７次の医療計画における、歯科口腔保健に関する基本的事項の最終評価結果の

概要を参考資料として記載します。 

項目としては、①歯科疾患の予防における目標、②生活の質の向上に向けた口腔機能の

維持・向上における目標、③定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対

する歯科口腔保健における目標、④歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

における目標、となっています。 

  

■歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の最終評価結果概要（第７次） 

 

厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

 

令和３年に「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の期間を、都道府県等の策定す

る医療計画等の期間と調和を図る観点から１年延長し、令和５年度までとされましたが、

最終評価は令和４年度に実施されました。 

４｜参考：第7次「歯科口腔保健に関する基本的事項」の最終評価結果概要    
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厚生労働省は、歯・口腔の健康づくりプランにおいて、社会環境の整備に関する取組を

一層推進し、口腔の健康格差の更なる縮小を目指すとともに、健康寿命の延伸や健康格差

の縮小につながるよう、国民の口腔の健康の保持・増進に更に取り組んでいくとしていま

す。 

都道府県等に対しても、地域の状況に応じた次期基本的事項に基づき、引き続き歯科口

腔保健施策を推進するよう依頼しています。 

そのため、厚生労働省は歯科口腔保健パーパス（社会的な存在意義・目的・意図）を策

定し、以下のような歯科口腔保健の推進に関するグランドデザインやロジックモデルを提

示しています。 

 

 

歯・口腔の健康づくりプランが目指す方向性を明確化し実現するために、「全ての国民に

とって健康で質の高い生活を営む基盤となる歯科口腔保健の実現」を以下のような歯科口

腔保健パーパスとしています。 

 

■歯科口腔保健パーパス 

 
厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

1│歯科口腔保健パーパス     

歯・口腔の健康づくりプランについて 
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厚生労働省では、歯科口腔保健パーパスの実現のために、下記に示すような方向性で歯・

口腔の健康づくりを進めるグランドデザインを策定しています。 

  

■歯科口腔保健の推進に関するグランドデザインと参考のロジックモデル 

 

 

     厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

２｜歯科口腔保健の推進に関するグランドデザイン     



歯科医療 第８次医療計画 歯科保健医療に関する最近の動向 

歯科経営情報レポート 9 

 

 

厚生労働省は、歯・口腔の健康づくりプランの目標を明確にし、指標についても設定し

ています。 

その目標となる項目として、歯・口腔に関する健康格差の縮小や歯科疾患の予防、生活

の質の向上に向けた口腔機能の獲得・維持・向上、定期的な歯科検診又は歯科医療を受け

ることが困難な者に対する歯科口腔保健、歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境

の整備の５項目を挙げています。 

 

■歯・口腔の健康づくりプランの目標と指標 

 

厚生労働省：第８回歯科医療提供体制に関する検討会より 

 

同省としては、実情に合った歯科医療提供体制の構築に向け、各都道府県が取り組める

よう、令和４年度から「歯科医療提供体制構築推進事業」を実施し、令和６年度も引き続

き予算を計上し、各都道府県に対して、同事業の積極的な活用を求めています。 

３｜歯・口腔の健康づくりプランの目標と指標     
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今年度の診療報酬改定においても、その基本方針にある「安心・安全で質の高い医療の

推進」を実施するために、様々な事業を策定し、予算を付けて実施を促しています。 

歯科疾患実態調査や8020運動・口腔保健推進事業、歯周疾患検診の対象年齢拡大、歯科

医療提供体制構築推進事業、歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業がその代表例で

す。 
 

 

歯科疾患実態調査は、歯科保健状況を把握し、「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」

や「健康日本21（第３次）」等の各基本計画の評価など、今後の歯科保健医療対策の推進に

必要な基礎資料を得ることを目的としています。 

基本的事項のベースラインの提示・中間評価及び最終評価に必要なデータソースである

歯科疾患実態調査は、次期基本的事項の評価実施時期を踏まえ、令和６年から４年ごとに

実施予定としています。 
 

■歯科疾患実態調査（令和６年度予算案 86,000千円） 

 

 厚生労働省：歯科保健課 歯科口腔保健推進事業 令和６年度予算の概要より 

 

この事業においては、「歯科口腔保健施策の推進に関する基本的事項」（平成24年度制定）

に基づき、各地域において様々な取組が実施されています。 

令和６年度より、「歯科口腔保健施策の推進に関する基本的事項（第２次）」が開始され、

地域における歯科健診やフッ化物局所応用等のう蝕予防対策、歯科関係職種等の養成等の

歯科口腔保健施策の推進に関する取組について、これまで以上の実施を求めています。 

２｜8020運動・口腔保健推進事業     

1｜歯科疾患実態調査     

歯科医療施策の様々な事業と予算 
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また、「骨太の方針2023」において、「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）

に向けた取組の推進」も含めた歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組むとしている

ことも踏まえ、自治体における歯科口腔保健の推進のための体制の充実を図るとしています。 
 

■8020運動・口腔保健の推進事業（令和６年度予算案 12億円） 

 
 厚生労働省：歯科保健課 歯科口腔保健推進事業 令和６年度予算の概要より 

 

 

歯周疾患検診については、健康で質の高い生活を営む上で、口腔の健康の保持・増進が

重要な役割を果たしていることから、定期的な歯科健診の機会・歯科診療の受診を通じて、

生涯を通じた歯・口腔の健康を実現していくことが必要としています。 

そのため、今年度の「骨太の方針2023」では、「生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆

歯科健診）に向けた取組の推進」と記載されたことから、生涯を通じた歯科健診の実現に

向けて更に取組を進めていく必要性があるとして、検診対象の年齢の拡大を図っていくと

しています。 

 

■歯周疾患検診の対象年齢拡大（事業主体：保健所設置の市と特別区市町村 国の補助率 1/3） 

 

 厚生労働省：歯科保健課 歯科口腔保健推進事業 令和６年度予算の概要より 

３｜歯周疾患検診の対象年齢拡大     
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少子高齢化の進展、歯科疾病構造の変化など、歯科保健医療を取り巻く状況は大きく変

化しています。地域により、歯科医療資源の状況等は異なることから、地域の実情を踏ま

えた歯科医療提供体制を構築することが求められているため、事業の推進を図るとしてい

ます。 
 

■歯科医療提供体制構築推進事業（令和６年度予算案 2.7億円）） 

 

 厚生労働省：歯科保健課 歯科口腔保健推進事業 令和６年度予算の概要より 

 

歯科保健医療推進のため、自治体関係者が歯科保健医療関係データを活用できるよう、

歯科保健医療に関する各種データや自治体の歯科保健事業の情報収集及び精査・分析を行

い、歯科保健医療データブックの作成及び歯科保健医療情報提供サイトの構築を進めると

しています。 
 

■歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業（令和６年度概算要求額 81,000千円） 

５｜歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業     

４｜歯科医療提供体制構築推進事業     

 厚生労働省：歯科保健課 歯科口腔保健推進事業 令和６年度予算の概要より 
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